
１０月２３日（月）台風２１号により，「京都市南部」に午前７時現在，「特別警報」または「暴

風警報」が発令されている場合には，児童の安全を守るため，当日の「山の家長期宿泊学習」

は中止（臨時休業）といたします。（警報解除後の措置は，以下をご覧ください。） 

 なお，「大雨警報」「洪水警報」「暴風・大雨・洪水注意報」の場合は，中止（休校）の措置はとりま

せん。 
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台風２１号に対する「花背山の家長期宿泊学習」の対応について 

 

深秋の候，皆様にはご健勝のことと存じます。平素は，本校教育にご理解・ご協力をいただき，ありがとうござ

います。 

さて，子どもたちが楽しみにしています「花背山の家長期宿泊学習」がいよいよ来週の月曜日に迫ってまいり

ました。しかしながら，気象予報によりますと，台風２１号が影響する場合もありますので，下記の要綱をよくお読

みいただき，テレビ・ラジオ等の情報に注意してご予定いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「特別警報」が発令された後，解除になった場合は次のような措置をとります。 

① 午前０時までに解除になった場合…自宅で昼食をとってから，第５校時より学校で通常授業（お弁当は

持参しません。） 

② 午前０時現在，特別警報発令中の場合…臨時休業 

 

 

※「暴風警報」が発令された後，解除になった場合は次のような措置をとりますので，

お間違いのないようにお願いいたします。 

① 午前７時までに解除になった場合…予定通り「花背山の家」へ出発 

② 午前９時までに解除になった場合…第３校時から学校で通常授業（お弁当を持参してください。） 

③ 午前１１時までに解除になった場合…自宅で昼食をとった後，第５校時から学校で通常授業 

④ 午前１１時現在，警報発令中の場合…臨時休業 

 

＊なお，臨時休業となった場合でも，翌日からの２泊３日，又は時期を変更して，後日「花背山の家長期宿泊

学習」を実施いたします。その際は，再度お知らせいたします。 

 

＊バスが出発してから警報が発令された場合⇒学校長の判断で「中止」「決行」を決定します。その時は，電話

連絡網（メール配信）等でお知らせいたします。 


